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　町立開陽小学校に入学した新１年生３人は、入学式の前に教

室でリハーサルを行い式に臨みました。式本番で自分の名前が

呼ばれると、練習どおり大きな声で「ハイ！」と返事をしてい

ました。�

「大きな声でハイ！」�
�

中標津町ホームページの�
ＵＲＬは　http://www.nakashibetsu.jp　�
メールは　nakasi- t＠aurens.or.jp�

携帯サイトは　http://j.nakashibetsu.jp/
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地球が丸く見える
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新
し
い
年
度
が
�

　
　
　
ス
タ
ー
ト
�

1～�

　
四
月
一
日
よ
り
新
し
い
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
、

役
場
は
も
と
よ
り
各
家
庭
、
学
校
、
職
場
な
ど

で
も
新
体
制
で
の
生
活
、
業
務
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
�

　
役
場
で
は
、
三
月
末
の
人
口
・
世
帯
数
を
取

り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
二
万
四
千
人
・

一
万
世
帯
を
割
り
ま
し
た
が
、
四
月
に
入
り
転

入
者
が
続
々
と
窓
口
を
訪
れ
転
入
の
手
続
き
を

行
い
、
「
新
中
標
津
町
民
」
と
し
て
の
ス
タ
ー

ト
を
切
っ
て
い
ま
し
た
。
�

地球が丸く見える

4

交
通
安
全
を
呼
び
か
け
る
�

6

　
入
学
式
が
行
わ
れ
た
こ
の
日
、
中
標
津
東
小
学
校
前
で

は
町
長
を
先
頭
に
新
入
学
児
及
び
保
護
者
に
対
し
て
交
通

安
全
街
頭
啓
発
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
�

　
こ
の
街
頭
啓
発
は
、
新
入
学
児
が
登
下
校
時
に
交
通
事

故
に
遭
わ
な
い
よ
う
毎
年
実
施
さ
れ
て
お
り
、
真
新
し
い

ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
て
登
校
し
て
き
た
新
入
学
児
・
保

護
者
に
啓
発
品
を
配
布
し
、
交
通
安
全
を
呼
び
か
け
て
い

ま
し
た
。
�

地球が丸く見える

4

初
々
し
い
�

　
　
一
年
生
�

6～7

　
中
標
津
町
内
の
各
小
学
校
で
は
一
斉

に
入
学
式
が
行
わ
れ
、
初
々
し
い
一
年

生
が
こ
れ
か
ら
六
年
間
通
う
学
び
舎
に

顔
を
そ
ろ
え
ま
し
た
。
�

　
今
年
の
新
一
年
生
は
町
内
全
小
学
校

合
わ
せ
て
二
百
五
十
三
人
。
中
標
津
小

学
校
の
入
学
式
で
は
八
十
五
人
が
仲
間

に
加
わ
り
、
先
輩
の
お
兄
さ
ん
お
姉
さ

ん
か
ら
歌
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
歓
迎
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
�
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地球が丸く見える

4

ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
さ
ん
に
感
謝
状
�

13

　
今
年
の
三
月
ま
で
の
十
年
間
、
中
標
津
町
総
合
文
化
会

館
の
名
誉
館
長
を
務
め
て
い
た
だ
い
た
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
さ
ん

こ
と
畑
正
憲
さ
ん
に
町
長
か
ら
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
�

　
町
長
は
平
成
七
年
の
開
館
以
来
十
年
間
、
名
誉
館
長
と

し
て
地
域
文
化
芸
術
の
振
興
に
尽
力
い
た
だ
い
た
こ
と
に

対
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
、
畑
さ
ん
は
名
誉
館
長
を
退
任

後
も
、
開
館
以
来
続
い
て
い
る
公
開
講
座
「
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ

―
北
の
夜
話
」
は
自
分
の
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ

か
ら
も
続
け
て
い
き
た
い
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
�

地球が丸く見える

4

春
の
全
道
火
災
予
防
運
動
�

20

　
運
動
初
日
の
こ
の
日
、
大
型
店
舗
前
で
「
春
の
全
道
火
災
予
防
運
動
街
頭

啓
発
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
消
防
職
員
及
び
団
員
、
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
、
幼

年
消
防
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん
が
、
来
店
者
に
チ
ラ
シ
や
啓
発
品
を
手
渡
し
「
火

の
用
心
」
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
�

　
中
標
津
町
内
で
は
、
昨
年
一
年
間
で
二
十
一
件
の
火
災
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

焼
死
事
故
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
後
も
火
災
の
発
生
防
止
に
努
め
る

よ
う
、
町
民
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
�

�
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交通死亡事故多発緊急メッセージ�
�

　多発する交通死亡事故の発生により極めて憂慮すべき事態

となったため、町長、中標津町交通安全協会長、中標津警察

署長の連名による「交通死亡事故多発緊急メッセージ」が４

月15日付けで全町民あてに交付されました。�

　メッセージでは、命の大切さを改めて考え、実践項目とし

て次のことを必ず行うよう訴えています。�

◆運転者、同乗者の皆さんは…�

　◎スピードダウンを心がけ、ゆとりある運転をする�

　◎シートベルトを必ず締め、幼い子どもにはチャイルドシ

ートを着用する�

　◎デイライト（昼間点灯）を行う�

　◎飲酒運転はしない�

　　～乗るなら飲むな、飲んだら乗るな～�

◆歩行者、自転車を利用される皆さんは…�

　◎道路を横断するときは、左右の安全を確認し、信号を必

ず守る�

　◎夜間に外出する際は、明るい色の服装や夜光反射材を着

用する�

　◎自転車で交差点を通過するときは、左右の安全確認をし

て、夜間は必ずライトを点灯する�

　交通事故は、一人の小さな不注意が原因で大きな被害をも

たらすため、町民の皆さん一人ひとりが、交通安全に対する

意識を強く持っていただき、交通ルールを守り、正しいマナ

ーを実践することが、何よりも大切になります。�

　これ以上交通事故の犠牲者が増えないよう、そして、安

全・安心な町を創るため、一人ひとりが安全な行動を実践す

るようお願いします。�

今年に入ってから、中標津町内で２件の交通死亡事故が発

生し、３名の方が亡くなっています。更には、交通死亡事

故統計上死亡事故と認められない単独の焼死事故で２名の

方が亡くなり、合わせて５名の方の尊い命が犠牲になって

います。（４月15日現在）�

交通事故は他人事ではありません。車を運転される方はも

ちろんのこと、普通に歩いている方もいつ事故に遭うかわ

からないのです。�

今月号では、平成16年の「交通事故統計」を基に、改め

て交通安全について考えてみます。�

今年に入ってから、中標津町内で２件の交通死亡事故が発

生し、３名の方が亡くなっています。更には、交通死亡事

故統計上死亡事故と認められない単独の焼死事故で２名の

方が亡くなり、合わせて５名の方の尊い命が犠牲になって

います。（４月15日現在）�

交通事故は他人事ではありません。車を運転される方はも

ちろんのこと、普通に歩いている方もいつ事故に遭うかわ

からないのです。�

今月号では、平成16年の「交通事故統計」を基に、改め

て交通安全について考えてみます。�
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今年に入ってから、中標津町内で２件の交通死亡事故が発

生し、３名の方が亡くなっています。更には、交通死亡事

故統計上死亡事故と認められない単独の焼死事故で２名の

方が亡くなり、合わせて５名の方の尊い命が犠牲になって

います。（４月15日現在）�

交通事故は他人事ではありません。車を運転される方はも

ちろんのこと、普通に歩いている方もいつ事故に遭うかわ

からないのです。�

今月号では、平成16年の「交通事故統計」を基に、改め

て交通安全について考えてみます。�

◆中標津警察署管内では、平成16年中に142件の交通事故が発生しています。この事故により、死者６名、傷者178名という�
　深刻な結果になっています。この発生状況の主な内訳は次のとおりです。�

事故類型� 事　故　概　要�発生場所�

発　生　件　数�

うち中標津町� うち中標津町� うち中標津町�

発生日�死者数�No.

平成16年交通死亡事故発生状況（中標津警察署管内）�

過去５年間の交通事故発生状況�

場所別発生状況�

別海町西春別�

中標津町字武佐�

中標津町字中標津�

別海町上春別�

別海町別海�

標津町南1西3

16.3.27�

16.7.18�

16.8.6�

16.8.26�

16.8.27�

16.11.16

１名�

１名�

１名�

１名�

１名�

１名�

�
平成12年�
平成13年�
平成14年�
平成15年�
平成16年�

�
１７９件�
１４８件�
１３７件�
１３２件�
１４２件�

�
８７件�
７０件�
６５件�
６３件�
７６件�

６名�計�

吹雪�

曇り�

曇り�

曇り�

晴れ�

晴れ�

大型貨物×普通乗用�

普通貨物単独�

普通乗用×大型貨物�

普通貨物×大型貨物�

普通乗用単独�

普通乗用×自転車�

天候�

死　　者　　数�

�
１０名�
９名�
１６名�
１７名�
６名�

�
４名�
１名�
１名�
５名�
２名�

傷　　者　　数�

�
２５４名�
２００名�
２００名�
１５８名�
１７８名�

�
１２４名�
９７名�
９３名�
７５名�
８５名�

年�

　交差点での事故が約６割を占めており、
特に信号機のない交差点での発生率が高い
ようです。�

時間別発生状況�

　日中の事故が最も多く、朝、夕は同じ位
の割合で発生しています。�

曜日別発生状況�

　このグラフを見る限り、曜日に関係なく
事故は発生しています。�

類型別発生状況�

原因別発生状況�

　車両相互の事故が８割以上と高く、追
突、出会い頭の事故が多いようです。�

運転経験年数別発生状況�

　10年以上のベテランドライバーが約７割
を占めています。慣れからくる気の緩みが
原因の１つでは？�

運転者年齢別発生状況�

　60歳以上の高齢者と20歳代の若者の割合
が高く、特に65歳以上、25歳未満の発生率
が高いようです。�

交差点�
84件�
59.2％�

車両相互�
119件�
83.8

60歳以上�
37件�
26.1％�

20歳未満�
6件 4.2％�

20歳代�
35件�
24.6％�

40歳代�
23件�
16.2％�

30歳代�
21件�
14.8％�

20件�
14.1％�

50歳代�

10年以上�
98件�
69.0％�

16件�
11.3％�

10年未満�

朝�
31件�
21.8％�

日曜�
22件�
15.5％� 月曜�

22件�
15.5％�

水曜�
17件�
11.9％�

金曜�
21件�
14.8％�

土曜�
22件�
15.5％�

木曜� 火曜�
19件�
13.4％�

19件�
13.4％�

薄暮�
28件�
19.7％�

日中　65件�
45.8％�

単路�
51件�
35.9％�

カーブ 4件�
2.8％�

その他 3件�
2.1％�

自転車体車両�
７件�
4.9％�

車両単独 10件�
7.1％�

人対車両　 6件�
4.2％�

夜　 11件�
7.8％�

深夜　 ７件�
4.9％�

4年未満�
7件 4.9％�

2年未満�
5件 3.5％�

5年未満�
3件2.1％�

3年未満  6件 4.3％�

1年未満�
7件 4.9％�

違 反 別 �

最 高 速 度 �

信 号 無 視 �

一 時 停 止 �

車 間 距 離 �

交差点安全進行�

整 備 不 良 �

前方不注視�

動静不注視�

左右不確認�

ハンドル・ブレ ー キ 操 作�

安 全 速 度 �

後方不確認�

そ の 他 �

そ の 他 ・ 不 明 �

合 　 　 　 　 計 �

（うち飲酒運転）�

件数�

1�

5�

20�

1�

1�

1�

38�

14�

34�

19�

1�

1�

3�

3�

142�

（2）�

安
全
運
転
義
務
違
反�
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走
行
中
の
車
か
ら
捨
て
ら
れ
る
空
き
缶
や
弁
当
箱
、
そ
し
て
人
通
り
の
な
い
場
所
へ
捨
て
ら
れ
る
家
庭
ご
み
な
ど
…�

こ
れ
が
不
法
投
棄
で
す
。
一
つ
の
ご
み
が
次
の
ご
み
を
呼
び
、
い
つ
し
か
ご
み
の
山
が
出
来
上
が
り
ま
す
。�

地
域
の
美
観
を
損
な
い
、
自
然
環
境
の
破
壊
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
不
法
投
棄
は
、
大
き
な
労
力
と
費
用
を
投
じ
て�

撤
去
・
処
分
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
。
最
近
で
は
近
隣
市
町
村
を
含
め
、
全
国
的
に
不
法
投
棄
に
対
す
る
摘
発
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。�

美
し
い
地
球
環
境
を
守
る
た
め
に
も
、
一
人
ひ
と
り
が
ご
み
を
捨
て
る
こ
と
は
犯
罪
で
あ
る
と
の
自
覚
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
す
。�

この地域の豊かな自然を守るためにも、不法投棄防止に対し、地域住民の皆様のご協力をお願いします。�

不法投棄の現状�

不法投棄のその後�

　不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁じられて

おり、５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金、さらに法人が

関わった場合は１億円以下の罰金の対象となります。また、未遂行

為も処罰の対象となり、不法投棄と同等の罰則が適用されます。�

�

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋）�

第16条（投棄禁止）�

　何人も、みだりに廃棄物をすててはならない。�

第25条（罰則）�

　第16条の規定に違反し、廃棄物を捨てた者は、５年以下の懲

役若しくは１千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。�

不法投棄は犯罪です�

　不法投棄されたものは誰が処分するのでしょうか。捨てた人が見

つからない場合は、土地の所有者や管理者が処分したり、町で撤去・

処分したりしています。そのため土地の所有者は、不法投棄をされ

た上に、処分の労力や費用を負担しなくてはなりません。一部の心

無い人の行為のために

多くの労力や税金が使

われます。今後は住民

の協力を得、土地管理

者や警察とより一層連

携を密にし、摘発を含

め不法投棄防止に取り

組みます。�

　中標津町が平成16年度の１年間で、特に悪質と思われる不法投棄

現場を確認したのは12箇所。実際にはもっとたくさんの不法投棄が

あると推測されます。発見された不法投棄で、原因者の特定ができ

ない場合については、

撤去作業を行い、不

法投棄防止看板等の

設置を行ったりして

いますが、看板設置

後に再度投棄される

例も少なくありませ

ん。�
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　平成10年４月より、資源回収モデル事業所（14

店）を指定し、缶類、びん類、白色トレーなどを、

お店の前の収集ボックスにより分別回収してい

ましたが、分別収集開始から７年が経過し各家

庭での分別収集が浸透してきたこと、収集箱自

体が更新時期にきていることなどの理由から、

平成17年４月１日よりモデル事業所での収集を

終了させていただきました。また、児童公園な

どに設置していました空き缶回収ボックスにつ

いても、併せて撤去予定ですので、資源ごみに

ついては各家庭から出すようお願いします。�

お知らせ�
�

　平成17年度より、中標津町一般廃棄物最終処

分場の受入日が若干変更になります。日曜日と

祝日により連休となった場合は、祝日の午前中

のみ最終処分場にて一般廃棄物を受入します。

　なお、今年度における祝日の受入日は下記の

とおりです。（ごみの収集は行いません。）�
�
・平成17年７月18日（月）午前９時～午後12時�
・平成17年９月19日（月）午前９時～午後12時�
・平成17年10月10日（月）午前９時～午後12時�
・平成17年12月31日（土）午前９時～午後12時�
・平成18年２月11日（土）午前９時～午後12時�
�
　また、平成17年12月23日（金）及び平成18年
１月９日（月）については、祝日ですがごみの
収集を行い、最終処分場でも午前９時～午後５
時まで一般廃棄物の受入をします。�

モデル事業所制度の廃止について�

▲資源物回収ボックス�

▼空き缶回収ボックス�

モデル事業所��
荒商店・荒商店西町店・中標津町農協あるる・
おきた商店・東武・長崎屋・ニューエイ・フレ
ッシュマートマルエー・マルエーストア泉店・
みちしるべ・ミツワ食品・吉川商店・高津商
店・Ａコープ計根別�

住民主体のまちづくり応援します!!�
�
�

　町及び北海道では、住民主体のまちづくりを応援するた

め、各種団体に補助金を交付しています。�

　補助金の内容は次のとおりとなりますので、平成17年度

中に事業を計画している団体は、お早めに経済振興課地域

振興係までご相談ください。�

�

◆フロンティア事業推進補助金（町）�
　近年、生涯学習の推進などにより、教育、文化、スポー

ツ活動が活発化しつつありますが、まちづくりリーダーな

ど地域に根ざした人材確保が必要不可欠となっています。�

　まちづくりにおいては、地域住民の参加と協力が不可欠

です。特に、地方分権が進展するなかで、個性的で魅力的

なまちづくりを行うためには、住民が参画したまちづくり、

住民が主体となったまちづくりが求められています。�

　このため、町ではフロンティア基金を活用し、住民参加

のまちづくりの推進や人材育成に関連する事業の円滑な推

進を図ることを目的とし、郷土文化や地域産業の学習・教

育の場の拡充、各分野における人材の育成及び町民が新た

に取り組む事業など、自主的な活動に要する経費の一部を

補助しています。�

　昨年度のフロンティア推進事業では、中標津サッカー少

年団による国際交流事業や、地域児童の沖縄県具志川市児

童との地域間交流事業に活用されました。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
◆地域政策総合補助金（北海道）�
　根室支庁では、魅力ある地域づくりを進めるための施設

整備や、地域の特色を活かした様々なまちづくり活動や文

化・産業の振興などの取り組みに対し、予算の範囲内で支

庁長から補助金を交付しています。昨年度の主な事業は、

計根別農協による酪農研修寮整備、八労会が行った新たな

食流通サービスの開発、商工会青年部による「なかまっぷ

市場」、なかしべつ祭り実行委員会による「冬まつりイベ

ント」、ＮＰＯ法人伝成館による歴史的地域遺産の利活用

事業などに活用されました。�

�
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募
集
団
地
　
東
中
団
地
�

・
平
屋
の
３
Ｄ
Ｋ
�

　
昭
和
五
十
四
年
建
設
　
一
戸
�

　
家
賃
　
一
万
二
千
円
〜
�

　
　
　
　
一
万
九
千
九
百
円
�

・
平
屋
の
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
�

　
昭
和
五
十
八
年
建
設
　
一
戸
�

　
家
賃
　
一
万
四
千
三
百
円
〜
�

　
　
　
　
二
万
三
千
七
百
円
�

�募
集
団
地
　
宮
下
高
台
団
地
�

・
二
階
建
の
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
�

　
昭
和
六
十
三
年
建
設
　
一
戸
�

　
家
賃
　
一
万
八
千
百
円
〜
�

　
　
　
　
三
万
円
�

�募
集
団
地
　
宮
下
団
地
�

　
　
　
　
　
（
高
齢
者
住
宅
）
�

・
平
屋
の
２
Ｄ
Ｋ
�

　
昭
和
六
十
年
建
設
　
一
戸
�

　
家
賃
　
一
万
八
百
円
〜
�

　
　
　
　
一
万
七
千
九
百
円
�

募
集
団
地
　
泉
団
地
�

・
三
階
建
の
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
�

　
平
成
十
年
建
設
　
一
戸
�

　
家
賃
　
二
万
四
千
百
円
〜
�

　
　
　
　
三
万
九
千
九
百
円
�

�募
集
団
地
　
計
根
別
団
地
�

・
二
階
建
の
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
�

　
平
成
六
年
建
設
　
一
戸
�

　
家
賃
　
一
万
八
千
三
百
円
〜
�

　
　
　
　
三
万
一
千
五
百
円
�

�申
込
期
限
　
五
月
十
七
日（
火
）�

受
付
場
所
　
管
理
課
住
宅
係
�

選
考
方
法
�

　
町
営
住
宅
運
営
委
員
会
の
意

見
を
聞
い
て
、
入
居
申
込
者
の

住
宅
困
窮
度
の
高
い
方
か
ら
入

居
を
決
定
し
ま
す
。
�

※
今
月
の
道
営
住
宅
の
募
集
は

　
あ
り
ま
せ
ん
。
�

公
営
住
宅
入
居
希
望
者
か
ら
の
問

い
合
わ
せ
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
入
居
申
し
込
み
方

法
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
�

詳
し
く
は
、
管
理
課
住
宅
係
ま
で
。
�

公
営
住
宅
の
入
居
申
し
込
み
方
法
の
お
知
ら
せ

公
営
住
宅
の
入
居
申
し
込
み
方
法
の
お
知
ら
せ�

公
営
住
宅
の
入
居
申
し
込
み
方
法
の
お
知
ら
せ�

町営住宅�入居者募集�

�　
入
居
申
し
込
み
方
法
�

�　
公
営
住
宅
へ
の
入
居
申
し
込
み
は
、

「
広
報
中
標
津
」
等
に
よ
り
新
築
ま

た
は
空
家
と
な
っ
た
町
営
住
宅
（
道

営
住
宅
）
の
場
所
や
戸
数
、
家
賃
な

ど
を
お
知
ら
せ
し
、
入
居
希
望
者
は

期
日
ま
で
に
申
し
込
み
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
所
定
の
申
込
用
紙
（
管

理
課
住
宅
係
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。）

に
内
容
を
記
入
し
て
、
そ
の
世
帯
の

中
で
所
得
の
あ
る
方
す
べ
て
の
所
得

証
明
と
世
帯
全
員
の
住
民
票
を
添
付
し
、

申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
�

　
申
し
込
み
を
受
け
た
後
、
町
営
住

宅
で
応
募
者
が
多
数
あ
っ
た
場
合
は
、

町
営
住
宅
運
営
委
員
会
の
意
見
を
聞
き
、

応
募
者
の
住
宅
困
窮
の
度
合
い
の
高

い
方
か
ら
入
居
者
と
し
て
決
定
し
ま
す
。
�

　
道
営
住
宅
は
、
応
募
者
多
数
の
場
合
、

公
開
抽
選
会
を
実
施
し
て
決
定
し
ま
す
。
�

　
現
在
の
戸
数
は
、
町
営
住
宅
が
七

百
二
戸
、
道
営
住
宅
が
百
三
十
四
戸

の
合
計
八
百
三
十
六
戸
と
な
っ
て
い

ま
す
。
�

�　
資
格
条
件
�

�①
公
営
住
宅
の
入
居
者
は
老
人
、
身

体
障
害
者
、
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
人
、
そ
の
他
婚

姻
の
予
約
者
を
含
み
ま
す
。
�

②
五
十
歳
以
上
の
単
身
者
の
方
。
�

③
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
な
人
で
あ
る
こ
と
。
�

④
中
標
津
町
に
住
所
ま
た
は
勤
務
場

所
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
（
道
営
住
宅
は
道
内

に
住
所
ま
た
は
勤
務
場
所
を
有
す

る
も
の
と
な
り
ま
す
。
）
�

⑤
収
入
が
政
令
月
収
で
二
十
万
円
以

下
の
方
（
両
親
と
子
ど
も
二
人
の

世
帯
で
年
収
が
五
百
十
万
四
千
円

未
満
の
方
）、
障
害
者
、
高
齢
者

世
帯
は
二
十
六
万
八
千
円
以
下
の

方
が
入
居
資
格
者
と
な
り
ま
す
。
�

��　
家
賃
の
算
定
方
法
�

�　
家
賃
の
算
定
方
法
は
、
政
令
月
収

と
住
宅
の
規
模
、
建
設
年
度
、
立
地

場
所
な
ど
に
よ
り
毎
年
度
算
定
さ
れ

ま
す
。
こ
の
算
定
の
た
め
、
入
居
者

は
毎
年
収
入
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
�

※
政
令
月
収
と
は
…
�

　
世
帯
の
所
得
か
ら
世
帯
構
成
に
よ

る
控
除
額
を
引
い
た
も
の
を
十
二
ヵ

月
で
割
っ
た
金
額
の
こ
と
で
、
例
え

ば
一
人
の
給
与
所
得
者
と
三
人
の
扶

養
者
が
い
る
標
準
世
帯
（
四
人
家
族
）

で
は
、
い
わ
ゆ
る
年
収
が
五
百
十
万

四
千
円
未
満
の
世
帯
が
対
象
と
な
り

ま
す
。
�

　
な
お
、
高
齢
者
世
帯
ま
た
は
入
居

者
か
同
居
者
に
障
害
の
あ
る
方
が
い

る
世
帯
で
は
、
裁
量
階
層
と
し
て
政

令
月
収
二
十
六
万
八
千
円
以
下
の
世

帯
ま
で
が
入
居
資
格
世
帯
と
な
り
ま
す
。
�
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��

Ｑ
　
信
号
機
の
な
い
横
断
歩
道
に
歩
行
者
用
の
信
号
機

を
取
り
付
け
て
ほ
し
い
の
で
す
が
。�

�

Ａ
　
交
通
規
制
標
識
は
、
公
安
委
員
会
が
設
置
す
る
も

の
で
あ
り
町
が
設
置
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
町
で
は
、
毎
年
十
月
に
各
町
内
会
か
ら
交
通

標
識
設
置
要
望
を
取
り
ま
と
め
、
十
一
月
中
旬
に
中
標

津
警
察
署
（
公
安
委
員
会
）
へ
設
置
の
お
願
い
を
し
て

い
ま
す
。�

　
公
安
委
員
会
で
は
、
要
望
を
受
け
た
箇
所
の
中
か

ら
緊
急
度
の
高
い
箇
所
を
優
先
的
に
設
置
し
て
い
ま

す
が
、
限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
設
置
し
て
い
る
た
め

全
て
の
要
望
に
沿
え
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。�

　
今
後
も
継
続
し
て
公
安
委
員
会
に
は
要
望
し
て
い

き
ま
す
が
、
普
段

か
ら
交
通
ル
ー
ル

を
守
り
事
故
に
遭

わ
な
い
・
起
こ
さ

な
い
よ
う
に
ご
注

意
願
い
ま
す
。�

　
　
　
　
　
　
　

（
生
活
課
交
通
・

町
民
相
談
係
）�

町
の
提
言
Ｂ
Ｏ
Ｘ
な
ど
に
寄
せ
ら
れ
た
要
望
・
意
見
な
ど
に�

対
し
、
回
答
し
た
内
容
を
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�

町立中標津病院�町立中標津病院�
４月の異動で５名の新しい医師が着任しましたので�

紹介します。�

①出身大学　②卒業年　③専門� 公
営
住
宅
の
入
居
申
し
込
み
方
法
の
お
知
ら
せ�

内
科
　
副
院
長
�

久
　
保
　
光
　
司
�

（
く
ぼ
　
こ
う
じ
）
�

　
　
①
旭
川
医
科
大
学
�

　
　
②
昭
和
六
十
一
年
�

　
　
③
内
科
�

外
科
　
医
長
�

横
　
田
　
良
　
一
�

（
よ
こ
た
　
り
ょ
う
い
ち
）
�

　
　
①
北
海
道
大
学
�

　
　
②
平
成
六
年
�

　
　
③
外
科
一
般
�

外
科
　
医
長
�

西
　
部
　
　
　
学
�

（
に
し
べ
　
ま
な
ぶ
）
�

　
　
①
北
海
道
大
学
�

　
　
②
昭
和
五
十
九
年
�

　
　
③
外
科
一
般
�

内
科
　
医
師
�

嘉
　
島
　
　
　
伸
�

（
か
し
ま
　
し
ん
）
�

　
　
①
旭
川
医
科
大
学
�

　
　
②
平
成
十
五
年
�

　
　
③
消
化
器
科
�

精
神
科
　
医
長
�

鈴
　
木
　
康
　
義
�

（
す
ず
き
　
や
す
よ
し
）
�

　
　
①
杏
林
大
学
�

　
　
②
平
成
七
年
�

　
　
③
精
神
科
�



10

�町
立
病
院
か
ら
の
お
知
ら
せ
�

�　
五
月
の
整
形
外
科
診
療
日
は
、
上
記

カ
レ
ン
ダ
ー
の
●
印
の
と
お
り
で
す
。
�

　
詳
し
く
は
、
町
立
中
標
津
病
院
医
事

課
1
（
７
２
）
８
２
０
０
ま
で
。
�

�町
営
住
宅
入
居
者
募
集
�

�※
８
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
�

�平
成
十
七
年
度
固
定
資
産
税
に

係
る
宅
地
評
価
額
の
一
部
�

見
直
し
に
つ
い
て
�

�　
土
地
及
び
家
屋
の
評
価
額
は
、
地
方

税
法
の
規
定
に
よ
り
、
三
年
に
一
度
見

直
し
が
な
さ
れ
ま
す
。
�

　
直
近
で
は
平
成
十
五
年
度
に
見
直
し

を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
昨
今
の

地
価
公
示
価
格
や
北
海
道
地
価
調
査
価

格
の
動
向
を
踏
ま
え
、
平
成
十
六
年
度

に
引
き
続
き
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て

も
宅
地
の
評
価
に
係
る
一
部
路
線
価
格

を
次
の
と
お
り
下
落
修
正
し
ま
す
。
�

普
通
商
業
地
区
（
一
部
）
�

　
修
正
率
　
七
・
七
％
〜
十
二
・
六
％
�

併
用
住
宅
地
区
（
一
部
）
�

　
修
正
率
　
二
・
四
％
〜
十
二
・
五
％
�

普
通
住
宅
地
区
（
一
部
）
�

　
修
正
率
　
十
九
・
五
％
�

　
価
格
修
正
す
る
地
域
が
広
範
囲
に
渡

る
た
め
、
詳
細
は
税
務
課
資
産
税
係
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
�

　
な
お
、
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の

課
税
に
は
負
担
調
整
措
置
が
と
ら
れ
て

い
る
た
め
、
価
格
修
正
の
対
象
と
な
っ

た
土
地
の
全
て
が
直
ち
に
税
額
に
反
映

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

予
め
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
�

�交
通
事
故
巡
回
相
談
の
お
知
ら
せ
�

�　
釧
路
支
庁
交
通
相
談
所
で
は
、
交
通

事
故
に
関
す
る
巡
回
相
談
を
次
の
と
お

り
実
施
し
ま
す
。
�

　
な
お
、
相
談
を
希
望
す
る
方
は
、
事

前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
�

相
談
日
時
　
六
月
一
日
（
水
）
�

　
　
　
　
　
午
後
一
時
〜
午
後
三
時
�

相
談
場
所
　
役
場
一
階
教
育
相
談
室
�

申
込
・
問
合
せ
先
　
根
室
支
庁
地
域
政
�

　
策
部
環
境
生
活
課
1
０
１
５
３
（
２
�

　
４
）
５
５
８
０
（
直
通
）
ま
で
。
�

�愛
犬
の
狂
犬
病
予
防
注
射
の
�

お
知
ら
せ
�

�　
平
成
十
七
年
度
の
犬
の
登
録
受
付
及

び
狂
犬
病
予
防
注
射
の
実
施
日
は
、
五

月
十
五
日
（
日
）
、
五
月
二
十
二
日

（
日
）
の
二
回
と
な
っ
て
い
ま
す
。
�

　
実
施
場
所
、
時
間
な
ど
詳
し
く
は
、

生
活
課
環
境
衛
生
係
ま
で
。
�

�特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
�

�　
釧
路
地
方
法
務
局
根
室
支
局
と
根
室

人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、
六
月
一

日
（
水
）
午
後
一
時
〜
午
後
四
時
ま
で
、

根
室
管
内
で
一
斉
に
特
設
人
権
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。
相
談
内
容
は
、
「
夫
婦
、

親
子
、
金
銭
貸
借
、
不
動
産
、
相
続
、

借
地
借
家
、
い
じ
め
、
体
罰
、
名
誉
信
用
、

そ
の
他
心
配
事
」
な
ど
で
す
。
費
用
は

無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
�

　
詳
し
く
は
、
生
活
課
戸
籍
住
民
係
ま
で
。
�

開
設
場
所
　
役
場
二
階
二
〇
一
号
及
び
�

　
　
　
　
　
二
〇
二
号
会
議
室
�

�中
退
共
で
退
職
金
を
�

�　
退
職
金
の
準
備
は
万
全
で
す
か
？
�

　
中
退
共
は
中
小
企
業
で
働
く
従
業
員

の
た
め
の
退
職
金
制
度
を
運
営
し
て
い

ま
す
。
国
の
制
度
な
の
で
掛
金
助
成
や

税
法
上
の
優
遇
な
ど
、
有
利
な
特
色
が

い
っ
ぱ
い
で
す
。
�

　
安
全
・
確
実
な
中
退
共
制
度
を
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
�

　
詳
し
く
は
、
中
退
共
本
部
1
０
３
（
３

４
３
６
）
０
１
５
１
ま
で
。
�

税　　金�

M A T I O N

5

May

くらしの広場広場�広場�

5
3 

10

17

24

31

4 

11

18

25

5 

12

19

26

�

6 

13

20

27

7 

14

21

28

�

1 

8 

15

22

29

�

2 

9 

16

23

30

日 月 火 水 木 金�土�
�

�

�
５月は固定資産税（第１期）、�
軽自動車税（全期）の納期です�
�

　固定資産税の第１期と軽自動車税全

期の納期限は５月31日です。忘れずに

納期内に納めましょう。�

　町税はみんなの財産です。町税を有

効に使うため、納期内納付にご協力を

お願いします。�

　～町税等各種収納金の�

　　　　　　　納付は口座振替で～�

＜５月の収納窓口休日開設及び�

　　　　　　　平日開設時間延長日>�

�

�

�

�

�

�

　収納窓口開設時間延長、休日開設に

あわせて納税相談を実施していますので、

納税についてご相談ください。�

�

５月31日（火）は�
自動車税の納期です�

�
　自動車税の納期限は５月31日（火）
です。忘れずに納めましょう。�
　自動車税は、４月１日現在で陸運支
局に登録されている自動車の所有者に
対して課税される道税です。�
　また、車検時に必要となる納税証明
書は、車検証と一緒に大切に保管しま
しょう。�
　道税の納税に関するご相談は、根室
支庁総務部税務課納税係
10153(24)5440（税務課直通）まで。�

�
定期出張税務相談の�
実施について�

�
　札幌国税局税務相談室釧路分室では、
毎年定期出張税務相談を実施しています。
本年度も下記日程で実施する予定です
ので、税に関する疑問、お悩みをお持
ちの方はご利用ください。�
実施予定日時�
　①５月17日（火）～18日（水）�
　②11月15日（火）～16日（水）�
各実施日とも、１日目は午後１時～
午後５時、２日目は午前９時～午前
11時30分まで。�
実施場所　中標津経済センター�
　　　　　「なかまっぷ」�

休日開設日　　開設時間延長日�

29日（日）�

午後5時15分～�

　　午後8時まで�
午前9時～�

午後5時まで�

16日（月）�

31日（火）�

社会保険事務所相談所開設日のお知らせ（1 0154-22-0111）�
日時／５月17日（火）午後１時～午後５時、５月18日（水）午前９時～午前11時30分　　場所／中標津経済センター�
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くらしの広広場�くらしの広
�高

年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
�

関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
�

�改
正
内
容
�

①
六
十
五
歳
ま
で
の
定
年
の
引
き
上
げ
、
�

　
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
等
の
義
務
化
�

（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
）
�

②
解
雇
等
に
よ
る
高
年
齢
離
職
予
定
者
�

　
に
対
す
る
求
職
活
動
支
援
書
の
作
成
�

　
交
付
の
義
務
化
（
施
行
済
）
�

③
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
の
際
、
年
�

　
齢
制
限
を
す
る
場
合
の
理
由
の
提
示
�

　
の
義
務
化
（
施
行
済
）
�

　
各
改
正
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

根
室
公
共
職
業
安
定
所
中
標
津
分
室
（
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
）
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
備

え
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
�

問
合
せ
先
�

　
北
海
道
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
対
�

　
策
課
1
０
１
１
（
７
０
９
）
２
３
１

　
１
（
内
線
３
６
８
３
）
�

�

�六
月
三
十
日
ま
で
�

林
野
火
災
予
防
期
間
で
す
�

�　
五
月
〜
六
月
は
林
野
火
災
発
生
の
危

険
性
が
き
わ
め
て
高
い
期
間
で
す
。
�

　
入
林
さ
れ
る
方
は
森
林
所
有
者
の
許

可
を
得
て
入
林
す
る
こ
と
は
勿
論
で
す
が
、

タ
バ
コ
、
マ
ッ
チ
な
ど
火
の
取
り
扱
い

に
は
十
分
注
意
願
い
ま
す
。
�

　
ま
た
、
期
間
中
の
火
入
れ
は
極
力
避

け
て
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
�

�「
後
世
に
残
し
た
い
さ
く
ら
」

の
募
集
に
つ
い
て
�

�　
根
室
支
庁
で
は
、
身
近
な
さ
く
ら
を

見
つ
め
直
し
、
後
世
に
残
し
て
い
く
た
め
、

皆
さ
ん
か
ら
の
公
募
に
基
づ
い
て
根
室

管
内
の
後
世
に
残
し
た
い
さ
く
ら
を
選

定
し
、
管
内
外
へ
情
報
を
発
信
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
�

　
地
域
の
財
産
と
し
て
将
来
に
亘
っ
て

育
て
て
い
き
た
い
さ
く
ら
も
含
め
広
く

募
集
し
ま
す
の
で
、
ど
し
ど
し
ご
応
募

く
だ
さ
い
。
�

　
な
お
、
ご
応
募
い
た
だ
い
た
方
に
は

抽
選
で
チ
シ
マ
ザ
ク
ラ
の
苗
木
（
ま
た

は
種
子
）
を
贈
呈
し
ま
す
。
�

　
詳
し
く
は
、
根
室
支
庁
林
務
課
み
ど

り
主
査
1
０
１
５
３
（
２
３
）
６
１
３

１
内
線
２
５
４
４
ま
で
。
�

応
募
期
間
　
五
月
　
九
日
（
月
）
〜
�

　
　
　
　
　
六
月
二
十
日
（
月
）
�

�建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
�

関
す
る
パ
ト
ロ
ー
ル
の
�

実
施
に
つ
い
て
�

�　
特
定
建
設
資
材
の
使
用
ま
た
は
発
生

す
る
工
事
に
お
い
て
は
、
建
設
リ
サ
イ

ク
ル
法
に
よ
る
届
出
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
無
届
工
事
の
有
無
、
届
出

を
受
け
た
工
事
に
お
い
て
適
切
な
処
置

等
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
町
内
の
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。
�

実
施
期
間
　
五
月
二
十
三
日
（
月
）
〜
�

　
　
　
　
　
五
月
二
十
七
日
（
金
）
�

　
詳
し
く
は
、
街
づ
く
り
推
進
室
建
築

指
導
係
ま
で
。
�

�五
月
十
六
日
〜
五
月
二
十
二
日

は
春
の
行
政
相
談
週
間
で
す
�

�　
行
政
相
談
は
、
あ
な
た
と
行
政
の
パ

イ
プ
役
で
す
。
�

　
こ
ん
な
相
談
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
�

☆
国
道
の
標
識
が
分
か
り
に
く
い
�

☆
年
金
の
書
類
が
送
ら
れ
て
こ
な
い
�

☆
郵
便
が
届
か
な
い
�

な
ど
の
苦
情
や
要
望
に
つ
い
て
、
行
政

相
談
員
が
ご
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
�

　
ご
相
談
の
あ
る
方
は
、
当
町
の
行
政

相
談
員
を
ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、
生
活

課
交
通
・
町
民
相
談
係
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
�

　
ま
た
、
釧
路
行
政
評
価
分
室
で
も
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
�

行
政
苦
情
１
１
０
番
�

　
1
０
５
７
０
―
０
９
０
１
１
０
�

平成17年度中標津町農地移動適正化�
あっせん価格について�
�
　農地移動適正化あっせん価格については、毎年農業委員会の
総会において審議され決定しています。�
　平成17年度中標津町農地移動適正化あっせん価格は次のとお
りとなりましたのでお知らせします。�
　１ヘクタール当たり　上限　800,000円�

健　　康�

生活習慣病健診のおしらせ�
�
日　　時　６月９日（木）～12（日）�
　　　　　各日午前７、８、９、10時、�
　　　　　午後１時�
場　　所　中標津町保健センター�
内　　容　基本健康診査、肝炎ウイル�
　　　　　ス検診、胃がん・肺がん・�
　　　　　大腸がん検診、結核検診・�
　　　　　エキノコックス症検診�
料　　金　健康保険、年齢により料金�
　　　　　が異なりますので、お問い�
　　　　　合わせください。�
申込締切　５月25日（水）�
申 込 先　中標津町保健センター�
　　　　　1７２－２７３３まで�
�
骨粗鬆症検診のおしらせ（６月分）�
�
申込期間　５月６日～５月20日の平日�
実施期間　６月１日～６月30日の平日�
内　　容　問診、骨密度測定（手首）、�
　　　　　診察�
料　　金　1,300円(70歳以上は600円)�
定　　員　１日につき２人（午前中）�
実施場所　町立中標津病院�
申 込 先　中標津町保健センター�
　　　　　1７２－２７３３まで�
�

介護者交流会のお知らせ�
～在宅でご家族を介護されている方へ～�

�
　ささやかな場ではありますが、お話を
聴かせてくれませんか？感じていること、
願っていることなどなんでも結構です。
ご多忙とは存じますがお待ちしています。�
日　　時　６月14日（火）�
　　　　　午後１時～午後３時�
場　　所　中標津町保健センター�
　お申し込み・お問い合わせは６月10日
（金）までに中標津町保健センター�
　1７２－２７３３まで。�
�

口腔衛生週間行事�
「歯の健康フェア～図画・�

ポスター展～」�
�

　平成17年度図画・ポスターコンクール
で入選した町内小学生の作品約100点を
展示しますので、ぜひご覧ください。�
期　　間　６月４日g～６月10日f　�
　　　　　※10日は午後４時まで�
場　　所　しるべっと　町民ホール�
主　　催　中標津町、中標津町教育�
　　　　　委員会、釧路歯科医師会�
　お問い合わせは、中標津町保健センター
（歯科衛生士）1７２－２７３３まで。�
�

教養を高め　よりよい文化を育てましょう　 町民憲章より�



�

こ
の
広
報
紙
は
資
源
保
護
の
た
め
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
　
　�

平成17年�5
VOL.509 （　） 内は前月比�

誕生   15人    死亡   13人�
転入 197人    転出 474人　�

３月31日現在住民登録人口�

町の人口�
男�
女�

世 帯 数�

23,774（－275）�
11,679（－165）�
12,095（－110）�
9,986（－  89）�

なかしべつ�

武佐岳は中標津町のシンボルです�

標
津
岳
・
武
佐
岳
山
開
き
の
お
知
ら
せ
�

　武佐岳は中標津町のシンボルです。登山口から約２時間

で頂上に立つことができる小さな山ですが、落葉樹林帯、

針葉樹林帯、ハイマツ帯の３つの樹林帯が垂直分布してい

ます。つまり、最上部のハイマツ帯は本州では2,000ｍ級、

道内の大雪山系では1,500ｍ級の山に相当します。�

　それぞれの樹林帯で山容が大きく変化するという楽しみ

があり、多くの登山者に愛されています。�

　頂上からは広大な根釧台地、オホーツク海、野付半島の

砂嘴、国後の島影が浮かんでいます。海を背にすると千島

火山帯の知床連山や斜里岳、阿寒の山並みが連なり、晴れ

た日は最高のパノラマに出会うことができます。�

�

　６月５日（日）、６月12日（日）に、標津岳・武佐岳の山開きを行います。�

　武佐岳の山開きは今年で50回を迎えます。この機会に健康づくりのため心地よい汗をかき、大自然の雄

大なパノラマを満喫しませんか？森林浴の後は、温泉に入って心も体もリフレッシュしましょう。�

※両日とも、雨天決行します。お問い合わせは、経済振興課観光振興係まで。�

◆第42回 標津岳山開き�
　6月5日（日）�

◆第50回 武佐岳山開き�
　6月12日（日）�

（
下
山
時
に
養
老
牛
温
泉
無
料
入
浴
券
、
�

 
牛
乳
等
を
配
布
予
定
）
�

（
下
山
時
に
町
内
各
温
泉
無
料
入
浴
券
、
�

 
中
標
津
牛
乳
等
を
配
布
予
定
）
�

水洗トイレ�
公共駐車場�

至中標津�
武佐小中学校�

至川北�

至中標津市街�

武佐岳�

開陽台�

武佐岳入山マップ�
（1,006m）�

ク
テ
ク
ン
ベ
ツ
川
�

憩
の
沢
�登
山
口
�

さ  し�

至中標津�

標津岳登山口�

標津川�

約5km

標津岳第2登山口�標津岳入山マップ�
（1,061m）�

水
洗
ト
イ
レ
�

駐
車
場
�

養
老
牛
温
泉
街
�

中標津山岳会・なかしべつ冒険クラブの皆さんが、山開き�
前に登山の目安となる標識を設置する予定です。�


